
別紙 

 

支払内訳書 

 

 

１ 委託料 ￥           － 

 

２ 支払方法 

⑴ 委託料の支払は次のとおりとする。 

業務実施期間 支払月 
支払額 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 

前期 

（令和８年４月 

～令和８年９月） 

令和８年10月 ￥          －（￥      －） 

後期 

（令和８年10月 

～令和９年３月） 

令和９年４月 ￥          －（￥      －） 

⑵ 各期における別紙仕様書６の訓練対象者数が同仕様書７の当該期の訓練定員を下回る 

場合の支払額は、上記にかかわらず、同仕様書15の定めに従って算出される額とする。 

 

 

 


